
コミュニティ・スクールの
導入について

令和４年１０月

射水市教育委員会
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令和４年10月14日
令和４年度第１回
総合教育会議資料

射水市の現状（学校評議員制度）

学校 学校評議員

校長

評議員：職員以外の者

射水市教育委員会
評議員の委嘱
（校長の推薦）

校長の求め
に応じて

学校運営に
関する意見
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５名以内



コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

平成１２年１２月
（２０００年）

教育改革国民会議
・新しいタイプの学校「コミュニティ・スクール」設置促進を
提言

平成１６年 ６月
（２００４年）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
・各教育委員会の判断によりコミュニティ・スクールを導入

平成２７年１２月
（２０１５年）

中央教育審議会の答申
・公立学校においてコミュニティ・スクールを目指す方策を講
じるよう提言
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律
平成２９年３月改正 同年４月施行

改正事項 改正前 改正内容

学校運営協議会の設置
を努力義務化

協議会は教育委員会が
任意に設置するもの

各教育委員会に対して、
協議会の設置の努力義
務を課す
（第４7条の５第１項）

令和４年５月現在
全国 ４８.６％（13,519校） 富山県 37.3％（94校 富・朝・舟・上）

※令和3年度は4.0%（１３校：富山市のみ）
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コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）



コミュニティ・スクール
学校運営協議会を設置した学校

学校運営
協議会

委員数は１５人以下
学校運営への必要な支援に関する協議

一定の権限
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コミュニティ・スクールの仕組み

ＰＴＡ代表

元評議員

自治振興会長

地域諸団体
代表

ボランティア
団体代表

学校活動協力者
代表

学 校

校長

保護者・地域住民の協力者
環境整備、学習・文化・スポーツ、学校評価、安全、体験活動 ･･･

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

協議会の設置
委員の任命

協議会の適正
な運営を確保
する措置

校長射水市教育委員会

コミュニティ・スクール
学校運営協議会を設置した学校

学校運営
協議会

説明

承認

説明

意見

学校運営に
関する意見

協議の結果に
係る情報提供

意見 活動支援
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委員の任命

コミュニティ・スクールの仕組み



コミュニティ・スクールの導入前は…

地域の目標 学校の目標

地域 学校

受け身での取組 積極的な取組積極的な取組

共有されていない目標
目標のズレ

負担感
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地域 学校

地域

学校
の目標

相互補完

地域と学校が
同じ目標に
向かっていける

地域と学校が一体 役割分担 主体的 達成感
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コミュニティ・スクールが導入されると…



保護者・地域住民の協力者
環境整備、学習・文化・スポーツ、学校評価、安全、体験活動 ･･･

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

協議会の設置
委員の任命

協議会の適正
な運営を確保
する措置

校長射水市教育委員会

コミュニティ・スクール
学校運営協議会を設置した学校

学校運営
協議会

説明

承認

説明

意見

学校運営に
関する意見

協議の結果に
係る情報提供

意見 活動支援
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委員の任命

コミュニティ・スクールの仕組み

学校ごとに
協議会を設置

二以上の学校に
ついて一つの
協議会を設置

①学校運営の基本方
針の作成・改善

コミュニティ・スクール
学校運営協議会を設置した学校

学校運営
協議会

②学校・地域連携の
カリキュラム作成

③生徒指導上の課題
への対応

④学校における
働き方改革の推進

⑤保護者・地域住民
の参画による多様
な取組

⑥地域コミュニティ
の活性化
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コミュニティ・スクール導入で期待できること



コミュニティ・スクール
学校運営協議会を設置した学校

学校運営
協議会
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コミュニティ・スクール導入の課題

④会議開催が目的化

⑤運営上の業務負担
の偏り②人材の確保と育成

①学校運営協議会
制度の正しい
知識・理解

⑥学校が担う役割③予算の確保

コミュニティ・スクールの導入に向けての計画案

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度～

小学校 １校
中学校 １校

小学校 ２校
中学校 １校

小学校 ２校
中学校 １校

小学校 １０校
中学校 ３校

準 備 指 定

準備 指 定

準備 指 定

準備 指 定
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コミュニティ・スクールの導入に向けて

• コミュニティ・スクールについての説明を
校長等へ実施

• 地域住民への説明、協力依頼

全小中学校の指定を目指す
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コミュニティ･スクールと
地域学校協働活動の一体的な推進

学校運営協議会

地域学校協働活動

地
域
学
校
協
働
本
部

（各
小
学
校
等
に
設
置

か
所
）学校

コミュニティ・
スクール

〇放課後子ども教室 〇教室支援員

〇学び応援塾 〇学習支援員

〇放課後児童クラブ 〇放課後児童支援員

〇井戸端会議 〇家庭教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

〇生涯学習事業 etc. 〇生涯学習推進員 他

・コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
充
実

・個
別
の
活
動
の
総
合
化
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

・「支
援
」か
ら
「連
携
・協
働
」へ

ねらい
連携
協働
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【
構
成
員
】

20

〇地域学校協働活動推進員

（放課後子ども教室コーディネーター ３名）

〇協働活動支援員

（放課後子ども教室等支援員 延べ1８５名）

〇学習支援員（学び応援塾支援員 延べ２５名）

【
主
な
事
業
】


